
いない号（石巻市）：地域住民の経費一部負担による乗合タクシーの導入

地域と交通の状況 【生活交通の確保】【公共交通の利用者減少】
・ 石巻市稲井地区は、市の北東部に位置し、地域全体が水田地帯の周囲に集落が点在している典型的な農村

地帯であり、市内中心部から遠距離地までは約 20ｋｍに位置し、一部地域を路線バス及び鉄道が運行してい
るものの、その大半の地域においては、公共交通機関は廃止代替バスのみという交通不便地域であった。

・ 宮城交通の路線バス（4条）の廃止により、平成 9年 10月から市の委託による廃止代替バス（旧 21条）を運行
してきたが、利用者の減少や市の財政的事情から平成16年 11月末をもって廃止代替バスも廃止することとな
った。

活用メニュー（制度・協議会等） 【乗合運行の許可】
・ 平成 16 年 9 月稲井地域乗合タクシー運行協議会を設立。三陸タクシーに運行を委託することとした。

サービス内容 【路線再編】
・ 市による廃止代替バスの廃止の意向を受けて、平成

15 年 12 月～16 年 1 月にかけて稲井地区では、全世
帯対象のアンケート調査を実施した。

・ その結果、4 月に稲井地区区長会（全 18 行政区）の
会合などにより住民の意向を確認。

・ 公共交通の再編について、定時定路線の乗合タクシ
ーを導入する方向となった。

・ 平成16年9月稲井地区乗合タクシー運行協議会設立
・ 平成 17 年 4 月 1 日から稲井地域乗合タクシー「いな

い号」の運行開始。
・ 「いない号」の運行内容は以下のとおり。

①事業主体は、運行協議会、運行主体は、三陸タク
シーである。

②運行車両は、9人乗りのジャンボタクシー2台を使用
③運行時間は、7時半から 18 時とし、日祝日は運休と

なる。
④運行路線は、域内 2 ルート各 8 便である。
⑤運賃は、稲井地区内または地区外だけの利用の場

合は、1回一律300円。小学生は、全区間1回一律
200 円。未就学児は無料。地区を跨る場合は、対距
離制（300 円～900 円）となっている。
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図．乗合タクシー運行経路図



計画策定と会議実施 【プロセス：体制構築】
・ 公共交通サービスが市が委託する廃止代替バスしかなかった稲井地区の住民に、市の財政的事情から廃止

代替バスの路線廃止の申し出が契機となり、稲井地区内の 18 の行政区長会が中心となって稲井地域の廃止
代替バスの廃止後の対応について協議を重ねるとともに、域内全世帯にアンケート調査を実施した。

・ その結果、定時定路線の乗合タクシーを導入することとなった。運営主体は、石巻市ではなく、行政区長会が
中心となった稲井地域乗合タクシー運行協議会となり、地域住民の全世帯から運行負担金（年約600円）の協
力を得ることとなった。市は、運行収支に欠損が生じる場合に補助金を出すこととなった。

運行開始後のフォローアップ 【プロセス：フォローアップ】
・ 運営主体の運行協議会は、18 の行政区長の集まり、まさに地域住民、町内会の集まりであり、住民の意見、要

望は日々行政区長に届いており、随時協議している。

バス事業者との調整 【調整：対事業者】
・ 稲井地区内では乗合タクシーは、フリー乗降であるが、既存バス事業者が運行する石巻市街のみの利用はで

きないように調整した。

少ない予算で大きな効果 【創意工夫：住民参加】
・ 「地域の足は地域自らが確保し、共に支えあう」を基本理念としているので、市は運行収支に欠損が生じた場

合に補助金を充てることができるとしている。そのため、市の財政負担も廃止代替バスへ補助していた時代より
7 分の 1 程度にまで縮減した。

・ 経費削減のため、予約業務・配車業務等のシステム構築が必要なデマンド方式を採用せず、廃止代替バス時
代のバス停を活用した定時定路線の乗合タクシー方式を採用した。

地域住民の理解が必要 【知見：住民意見の取り入れ】
・ 稲井地区は地域全体が水田地帯の典型的な農村地帯であり、昔から人口の移動が少なく、助け合いの「ゆ

い」の精神が受け継がれている。そのため、住民意識のまとまりが高く、「いない号」への全世帯からの負担が
実現されたと思われる。

 プロセスと調整

 創意工夫・知見・教訓

効果 【利用者数の維持】
・ 平成 18 年度の利用実績から廃止代替バス時代の状況と比較すると、次のとおり。

「代替バス」 平日（1 日平均 46 人利用）→「いない号」平日（1 日平均 56 人利用）
・ 経済効果として、①廃止代替バス運行時の運行経費年間2,300万円に対し、半分以下の1,008万円の経費で

済んでいる。②石巻市の負担額も 1,500万円が、約 7分の 1の 202万円で済んだ。③ＩＴを使用した完全予約
制のシステムでないこと（定時定路線運行）から、システム経費がかからない。④稲井地区 1 世帯あたりの地元
負担額は、世帯当たり 546 円（平成 18 年度）で済んでいる。

負担 【市町村負担】【住民負担】
・ 稲井地区では「地域の足は地域自らが確保し、共に支えあう」を基本理念として、乗合タクシー「いない号」の

運営に約 1,800 の全世帯から年間約 100 万円（世帯当たり 546 円/Ｈ18 年度）の負担金を運行協議会に納め
ている。石巻市からの運行補助金の負担も年 202 万円ほどある。

 効果と負担

連絡先：石巻市企画部総合政策課 電話 0225-95-1111
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表．収支と利用者数

出典：石巻市資料

 資料編

石巻市



図．運賃表
出典：稲井地域乗合タクシー運行協議会
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図．時刻表
出典：稲井地域乗合タクシー運行協議会
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図．時刻表
出典：稲井地域乗合タクシー運行協議会
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